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岩
見
沢
市
在
住
の
父
母
等
に
支
給
し
ま

す
が
、
次
の
こ
と
か
ら
総
合
的
に
判
断
し

ま
す
。
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子
ど
も
１
人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円
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平
成　

年
度
は
６
月（
４
・
５
月
分
）、

２２

　

月（
６
月
か
ら
９
月
分
）、
翌
年
の
２
月

１０（　

月
か
ら
翌
年
１
月
分
）

１０※
平
成　

年
２
・
３
月
分
の
児
童
手
当
も

２２

６
月
に
支
給
し
ま
す
。
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�
平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平
成　

年
３

２２

月　

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子

３１

�
平
成　

年
４
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た

２２

子

�
平
成　

年
４
月
１
日
以
降
に
監
護（
面

２２

倒
を
見
る
）開
始
と
な
る
子

�
第
２
子
目
以
降
で
児
童
手
当
の
申
請
を

し
て
い
な
い
子

※
す
で
に
児
童
手
当
を
受
け
て
い
て
、
３

月
中
に
出
生
・
転
入
に
よ
り
対
象
児
童
が

増
え
た
方
は
、
そ
の
事
実
が
発
生
し
た
日

か
ら　

日
以
内
に
、
児
童
手
当
の
手
続
き

１５

を
行
わ
な
い
と
、
増
え
た
児
童
の
分
の
子

ど
も
手
当
は
、
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か

ら
の
受
け
取
り
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

�
�
は
９
月　

日�
ま
で（
こ
の
日
ま
で

３０

に
申
請
す
る
と
４
月
分
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
給
と
な
り
ま
す
。　

月
１
日�
以
降
の

１０

申
請
は
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら
の
支
給
と

な
り
ま
す
）
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�
�
・�
・�
は
随
時
受
付
ま
す
が
、
手

当
の
支
給
は
申
請
月
の
翌
月
か
ら
に
な
り

ま
す
。
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基
準
日
は
、�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

��

基
準
日
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
で
、
中
学
生
の
お
子
さ
ん
が
い
な
い

方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
次

の
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。
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※
公
務
員
の
方
は
職
場
で
手
続
き
し
ま
す

の
で
、
窓
口
で
の
申
請
は
不
要
で
す
。
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印
鑑
、
保
険
証
、
預
金
通
帳（
い
ず
れ
も

支
給
対
象
者
の
も
の
）

※
お
子
さ
ん
と
別
居
し
て
い
る
場
合
は
、

支
給
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
の
保
険
証
と

住
民
票
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
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市
福
祉
課
児
童
福
祉
係
、
北
村
・
栗
沢

両
支
所
の
保
健
福
祉
課
保
健
福
祉
係
、
有

明
交
流
プ
ラ
ザ
・
幌
向
・
朝
日
・
美
流
渡

の
各
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
奈
良
町
・
万

字
の
各
連
絡
所

問
合
先　

市
福
祉
課
児
童
福
祉
係

　市は国の児童扶養手当制度の拡充に先立ち、児童を養育して
いる父子家庭に対して、独自に父子手当を支給します。

受給資格　０～１８歳まで（特別児童扶養手当の受給対象児童は
２０歳未満）で、次のいずれかの状態にある児童を養
育している父子家庭の父親

　　　　　��������	
��
���������
�������	
�

　　　　　��������	
	���

支給制限　児童扶養手当制度に準じ、父および扶養義務者（同
居する申請者の父母、兄弟姉妹等）の前年所得によ
り、一部支給または申請を却下することがあります

支 給 額　対象児童１人目９,８５０円～４１,７２０円（所得により）
　　　　　対象児童２人目は５,０００円加算、対象児童３人目以

降は１人につき３,０００円ずつ加算
※支給期間は国の児童扶養手当制度拡大前まで。
申請・問合先　窓口に備え付けの申請用紙に必要事項を記入の

上、必要書類を添付し、市福祉課児童福祉係へ

　※児童・父親が次に該当する場合は手当を受けられません。
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Ｑ　

児
童
手
当
と
子
ど
も
手
当
は
両
方

受
け
ら
れ
る
ん
で
す
か
？
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Ｑ　

中
学
２
年
生
と
中
学
１
年
生
の
子

が
い
ま
す
。
５
月
に
申
請
し
ま
し
た

が
、
何
月
分
か
ら
手
当
を
受
け
ら
れ
ま

す
か
？
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Ｑ　

３
月　

日�
に
第
１
子
を
出
産
し

１０

ま
し
た
が
、
申
請
が
５
月　

日�
に

１４

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
何
月
分
か

ら
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
す
か
？
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Ｑ　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
ま

す
。
３
月　

日�
に
第
２
子
を
出
産

１５

し
ま
し
た
が
、
申
請
が
４
月
２
日�
に

な
っ
て
し
ま
い
し
ま
し
た
。
何
月
分

か
ら
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
す
か
？
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Ｑ　

４
月
５
日�
に
第
１
子
を
出
産
し

ま
し
た
が
、
申
請
が
５
月
６
日�
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
何
月
分
か

ら
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
す
か
？
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